
平成 14 年 11月 25日

平成１５年３月期 個別中間財務諸表の概要

株式会社  仙 台 銀 行
仙台市青葉区一番町２丁目１番１号

(URL http://www.sendaibank.co.jp)

取締役頭取

ＴＥＬ （022) 225-8241

中間決算取締役会開催日 平成 １４ 年 １１ 月 　８ 日 中間配当制度の有無 有 

中間配当支払開始日 平成 １４ 年 １２ 月 １０ 日 単元株制度採用の有無 有 （1単元 100株）

１．１４年９月中間期の業績（平成１４年４月１日～平成１４年９月３０日）

(1)経営成績

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

( ) ( - ) ( - ) 07

( ) ( - ) ( - ) 81

( ) ( - ) ( - ) 74

（注）①期中平均株式数 14年9月中間期  7,588,286株 13年9月中間期  7,591,100株 14年3月期  7,590,471株

②会計処理の方法の変更 無

③経常収益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)配当状況

（注）14年9月中間期中間配当金の内訳
円 銭 円 銭 記念配当 0 円 銭

特別配当 0 円 銭

(3)財政状態

％ 円 銭 ％

(注)① 期末発行済株式数 14年9月中間期  7,591,100株 13年9月中間期  7,591,100株 14年3月期  7,591,100株

　　② 期末自己株式数 14年9月中間期      3,505株 13年9月中間期        219株 14年3月期      2,142株

２．１５年３月期の業績予想（平成１４年４月１日～平成１５年３月３１日）

円 銭 円 銭

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期） 円 銭

（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る
　　　本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる
　　　結果となる可能性があります。
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（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株式会社 仙 台 銀 行

（単位：百万円）

26,415 722,035 

48,577 6,685 

17,100 0

42 2,055 

299 288 

183,215 707 

465,009 1,219 

52 7,826 

3,133 740,818 

9,620 

7,583 7,485 

7,826 5,875 

△ 8,957 資 本 準 備 金 5,875 

4,466 

利 益 準 備 金 1,609 

任 意 積 立 金 3,257 

中 間 未 処 理 損 失 401 

1,705 

△ 423 

△ 9 

19,099 

資 産 の 部 合 計 759,917 759,917 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

そ の 他 資 産

動 産 不 動 産

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

貸 倒 引 当 金

第８２期中(平成14年9月30日現在)中間貸借対照表

退 職 給 付 引 当 金

再評価に係る繰延税金負債

支 払 承 諾

金　　　額

( 負 債 の 部 )

預 金

借 用 金

そ の 他 負 債買 入 金 銭 債 権

負 債 の 部 合 計

（ 資 産 の 部 ）

科          目

現 金 預 け 金

コ ー ル ロ ー ン

買 入 手 形

賞 与 引 当 金

金　　　額 科          目

外 国 為 替

負 債 及 び 資 本 の 部 合 計

資 本 金

( 資 本 の 部 )

資 本 剰 余 金

資 本 の 部 合 計

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

土 地 再 評 価 差 額 金

その他有価証券評価差額金
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株式会社 仙 台 銀 行

第８２期
（単位：百万円）
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236 
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（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

資 金 調 達 費 用

（ う ち 預 金 利 息 ）

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 損 失

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 中 間 純 損 失

中 間 純 損 失

前 期 繰 越 利 益

中 間 未 処 理 損 失

金                 額科　　　　　　　　目

そ の 他 経 常 収 益

平成14年4月 1日から
平成14年9月30日まで 中間損益計算書

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

経 常 費 用

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

（ う ち 貸 出 金 利 息 ）

（うち有価証券利息配当金）
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１. 商品有価証券の評価基準及び評価方法
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。

２. 有価証券の評価基準及び評価方法
（１） 　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式については移動

平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては、中間期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法に
より算定）、時価のないものについては、移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。

　なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。
（２） 　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っておりま

す。
３. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
４. 固定資産の減価償却の方法
（１） 動産不動産

　動産不動産は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　建　物　　　２年～５０年
　　　動　産　　　２年～１５年

　（２）ソフトウェア
　自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却しております。

５. 引当金の計上基準
（１） 貸倒引当金

　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という｡）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者
（以下「実質破綻先」という。）の債権については、下記直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を
控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る
債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に
判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき
計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査し
ており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を
控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は８，６５４百万円であります。

（２） 賞与引当金
　賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。

（３） 退職給付引当金
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間期末において発
生していると認められる額を計上しております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。
　数理計算上の差異：各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の
　　　　　　　　　　翌期から費用処理
　なお、会計基準変更時差異（２，３８５百万円）については、１５年による按分額を費用処理することとし、当中間期においては同按分額
に１２分の６を乗じた額を計上しております。

６. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建資産・負債については、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
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７. リース取引の処理方法
　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によ
っております。

８. ヘッジ会計の方法
　金融商品に係る会計基準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成 11年 1月 22 日)）注１４により、金利スワ
ップ取引に係る金銭の受払の純額等を当該資産等に係る利息に加減して処理しております。

９. 消費税等の会計処理
  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、動産不動産に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計上しており
ます。

追加情報

（外貨建取引等会計基準）

　従来、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 20 号）
を適用しておりましたが、当中間会計期間から、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会
業種別監査委員会報告第25号）を適用しております。
　なお、当中間会計期間は、日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号に規定する経過措置を適用し、「資金関連スワップ取引」については、
従前の方法により処理しております。
　資金関連スワップ取引については、日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号に規定する経過措置にもとづき、債権元本相当額および債務
元本相当額の中間決算日の為替相場による正味の円換算額を中間貸借対照表に計上し、異種通貨間の金利差を反映した直先差金は直物外国為替取引の
決済日の属する期から先物外国為替取引の決済日の属する期までの期間にわたり発生主義により中間損益計算書に計上するとともに、中間決算日の未
収収益または未払費用を計上しております。
　なお、資金関連スワップ取引とは、異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われ、当該資金の調達又は運用に係る元本相当額を直物買為替又
は直物売為替とし、当該元本相当額に将来支払うべき又は支払を受けるべき金額・期日の確定している外貨相当額を含めて先物買為替又は先物売為替
とした為替スワップ取引であります。

（自己株式及び法定準備金取崩等会計基準）
　当中間会計期間から、「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成 14年 2月 21日）を適用しております。これ
による当中間会計期間の資産および資本に与える影響は軽微であります。
　なお、中間財務諸表等規則および銀行法施行規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務
諸表等規則および銀行法施行規則により作成しております。
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注記事項（中間貸借対照表関係）

１. 　子会社の株式総額　５４百万円
　なお、本項の子会社は、銀行法第２条第８項に規定する子会社であります。

２. 　貸出金のうち、破綻先債権額は４，０４５百万円、延滞債権額は３１，６９６百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込み
がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税
法施行令（昭和40年政令第 97号）第 96条第 1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第 4号に規定する事由が生じている貸出金であ
ります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予
した貸出金以外の貸出金であります。

３. 　貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は３６７百万円であります。
　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当
しないものであります。

４. 　貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５，１０４百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放
棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

５. 　破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は４１，２１４百万円であります。
　　なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

６. 　ローン・パーティシペーションで、平成7年 6月 1日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第3号に基づいて、原債務者に対する貸出金
として会計処理した参加元本金額のうち、中間貸借対照表計上額は９，５５６百万円であります。

７. 　手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 24
号）にもとづき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形および買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自
由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、５，３８５百万円であります。

８. 　担保に供している資産は次のとおりであります。
　日本銀行共通担保、為替決済、業界共通システム、公金事務等の取引の担保として、有価証券４８，４９９百万円を差し入れております。

９． 　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について
違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は､１１８，０７３百万円
であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）が１１７，３２８百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フ
ローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、当行が実
行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて
不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見
直し、与信保全上の措置等を講じております。

１０. 　動産不動産の減価償却累計額　３，９０７百万円
１１. 　動産不動産の圧縮記帳額　３４２百万円

（当中間圧縮記帳額　　　  －  百万円）
１２. 　借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金６，６００百万円が含まれております。
１３. 　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評

価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の
部に計上しております。
　再評価を行った年月日　　　平成１０年３月３１日
　同法律第３条第３項に定める再評価の方法　　　　土地の再評価に関する法律施行令（平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119号）第２条第４
号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に定める地価税法（平成３年法律第 69 号）第１６条に規定する地価税の課税価格の計算
の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　価額に基づいて、奥行価格補正等、合理的な調整を行って算出しております。
　同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当中間期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との
差額　　１，９４７百万円

注記事項（中間損益計算書関係）

１．  減価償却実施額は下記のとおりであります。
　 建物・動産　　　１４４百万円
　 その他　　　　　　２０百万円

　２．　 その他経常費用には、貸出金償却２４０百万円および株式等償却２，８４４百万円を含んでおります。



株式会社 仙 台 銀 行

（単位：百万円）

平成14年度 平成13年度 比    較 平成13年度末 比    較
中間期末(A) 中間期末(B) (A - B) (要約)(C) (A - C)

26,415 27,392 △ 977 29,276 △ 2,861 
48,577 73,257 △ 24,680 50,053 △ 1,476 
17,100 - 17,100 - 17,100 

42 45 △ 3 42 0 
299 1,114 △ 815 748 △ 449 

183,215 168,778 14,437 178,829 4,386 
465,009 470,332 △ 5,323 472,770 △ 7,761 

52 45 7 41 11 
3,133 3,970 △ 837 3,633 △ 500 
9,620 9,660 △ 40 9,675 △ 55 
7,583 7,389 194 8,132 △ 549 
7,826 8,847 △ 1,021 8,431 △ 605 

△ 8,957 △ 8,975 18 △ 10,164 1,207 
759,917 761,858 △ 1,941 751,469 8,448 

722,035 719,867 2,168 712,149 9,886 
6,685 6,711 △ 26 6,700 △ 15 

0 2 △ 2 0 0 
2,055 4,227 △ 2,172 3,614 △ 1,559 
288 268 20 291 △ 3 
707 649 58 675 32 

1,219 1,222 △ 3 1,219 0 
7,826 8,847 △ 1,021 8,431 △ 605 

740,818 741,797 △ 979 733,080 7,738 

- 7,485 - 7,485 - 
- 5,875 - 5,875 - 
- 1,563 - 1,601 - 
- 1,710 - 1,705 - 
- 4,249 - 3,692 - 
- 3,210 - 3,107 - 
- 1,039 - 584 - 
- △ 824 - △ 1,965 - 
- - - △ 5 - 
- 20,060 - 18,388 - 

7,485 - - - - 
5,875 - - - - 
5,875 - - - - 
4,466 - - - - 
1,609 - - - - 
3,257 - - - - 

401 - - - - 
1,705 - - - - 
△ 423 - - - - 

△ 9 - - - - 
19,099 - - - - 
759,917 761,858 △ 1,941 751,469 8,448 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

資 本 の 部 合 計

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

土 地 再 評 価 差 額 金

資 本 準 備 金

利 益 準 備 金
任 意 積 立 金
中 間 未 処 理 損 失

買 入 手 形
買 入 金 銭 債 権
金 銭 の 信 託
有 価 証 券

比 較 中 間 貸 借 対 照 表 ( 主 要 内 訳 )

（ 資 産 の 部 ）
現 金 預 け 金
コ ー ル ロ ー ン

科               目

貸 出 金
外 国 為 替
そ の 他 資 産
動 産 不 動 産

負 債 及 び 資 本 の 部 合 計

資 本 金
資 本 準 備 金
利 益 準 備 金

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

任 意 積 立 金
中 間 （ 当 期 ） 未 処 分 利 益

自 己 株 式

資 本 金

自 己 株 式

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

借 用 金
外 国 為 替
そ の 他 負 債

資 産 の 部 合 計

支 払 承 諾 見 返

賞 与 引 当 金

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債
支 払 承 諾

（ 負 債 の 部 ）
預 金

資 本 の 部 合 計

再 評 価 差 額 金
そ の 他 の 剰 余 金

負 債 の 部 合 計
（ 資 本 の 部 ）
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（単位：百万円）

平成14年度 平成13年度 比    較 平成13年度
中間期(A) 中間期(B) (A - B) (要約)(C)

9,253 11,837 2,584△      20,846

資 金 運 用 収 益 7,343 8,403 1,060△      16,059

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） ( 6,137 ) ( 6,376 ) ( 239△        ) ( 12,627 )

（うち有価証券利息配当金） ( 1,103 ) ( 1,290 ) ( 187△        ) ( 2,326 )

役 務 取 引 等 収 益 1,253 1,246 7 2,498

そ の 他 業 務 収 益 441 1,694 1,253△      1,993

そ の 他 経 常 収 益 214 493 279△        295

10,359 10,531 172△        20,047

資 金 調 達 費 用 364 1,343 979△        2,169

（ う ち 預 金 利 息 ） ( 191 ) ( 754 ) ( 563△        ) ( 1,178 )

役 務 取 引 等 費 用 637 517 120 986

そ の 他 業 務 費 用 57 153 96△         242

営 業 経 費 6,170 6,149 21 12,358

そ の 他 経 常 費 用 3,129 2,367 762 4,290

1,106△      1,306 2,412△      799

51 44 7 68

16 74 58△         78

1,070△      1,276 2,346△      789

173 1,078 905△        855

606△        582△        24△         512△        

638△        780 1,418△      445

236 208 28 208

- 51 51△         55

- - - 102

- - - 189

- - - 37

401△        1,039 1,440△      584

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

退 職 給 与 積 立 金 取 崩 額

中間(当期）未処分利益

（△は中間(当期）未処理損失）

経 常 利 益

（△は税引前中間(当期）純損失）

（△は中間(当期）純損失）

中間配当に伴う利益準備金積立額

中 間 配 当 額

法 人 税 等 調 整 額

前 期 繰 越 利 益

 比 較 中 間 損 益 計 算 書 （ 主 要 内 訳 ）

特 別 損 失

法人税、住民税及び事業税

科               目

経 常 収 益

経 常 費 用

土地再評価差額金取崩額

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

（ △ は 経 常 損 失 ）

税引前中間(当期）純利益

特 別 利 益
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（有価証券関係）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　

　Ⅰ　前中間会計期間末（平成１３年９月３０日現在）

　　　　　該当ありません。

　

　Ⅱ　当中間会計期間末（平成１４年９月３０日現在）

　　　　該当ありません。

　Ⅲ　前事業年度末（平成１４年３月３１日現在）

　　　　該当ありません。
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